
 今年の冬は例年にない寒さでしたが、ようやく春めいてきました。 

シリーズでお送りしています「高齢者の住い」の六回目です。 
今回は、「介護保険施設」についてお知らせします。よく聞かれる言葉に「特養」というもの 
がありますが、正式には「特別養護老人ホーム」で介護保険施設の一つです。また、グループ 
ホームという言葉も聞かれると思いますが、高齢者向けと障害者向けのものの２つがあります。 
ここでは、高齢者向けの説明です。  
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① 介護保険施設とは・・・ 
   

  下記のとおり３種類あり、用途によって役割が異なります。共通なことは、介護の必要性
があり認定を受けた方の施設です。  
 
 

安全な 

住まい方 
高齢期の生
活ステージ 

住み替え 
の選択 

有料老人
ホーム 

高齢者 

専用住宅 
介護保
険施設 

居宅 

サービス 
住替制
度と相談 

② グループホーム・・・・ 
 
 正式には認知症対応型共同生活介護と言います。 共同生活が可能な認知症の人を利
用者と従業者が共同で食事の世話をしたりして、家庭的な環境のもとで日常生活を送る場
所です。 


